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広告

平
成
27
年
度
の
固
定
資
産
税
に

つ
い
て

【
固
定
資
産
税
の
納
税
通
知
書
兼

課
税
明
細
書
の
発
送
】

　

４
月
初
旬
発
送
予
定

【
土
地
・
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿

の
縦
覧
】

縦
覧
期
間　
４
月
１
日
㈬
～
30
日
㈭

　

土
地
・
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿

と
は
、
市
内
に
所
在
す
る
土
地
や

家
屋
の
価
格
な
ど
を
記
載
し
た
一

覧
表
の
こ
と
で
、
他
の
土
地
や
家

屋
と
比
較
し
て
自
己
資
産
の
価
格

の
適
正
さ
を
判
断
で
き
る
よ
う
に

設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
す
。

※
自
己
の
固
定
資
産
税
の
課
税
内

　

容
に
つ
い
て
は
、
納
税
通
知
書

　

に
添
付
さ
れ
て
い
る
「
課
税
明

　

細
書
」
で
も
確
認
で
き
ま
す
。

【
固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧
】

　

市
内
に
所
有
す
る
自
己
の
資
産

に
つ
い
て
は
、
閲
覧
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
本
人
確
認
が
で
き
る

も
の
（
運
転
免
許
証
な
ど
）
を
ご

持
参
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
代
理
人

で
あ
れ
ば
委
任
状
、
借
地
・
借
家

人
の
場
合
は
契
約
書
な
ど
の
権
利

が
確
認
で
き
る
も
の
と
印
鑑
が
あ

れ
ば
閲
覧
で
き
ま
す
。

①
土
地
・
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿

　

の
閲
覧

対
象
者　

固
定
資
産
税
の
納
税
者

　

ま
た
は
納
税
者
か
ら
委
任
を
受

　

け
た
方

家
庭
ご
み
の

違
法
な
回
収
に
つ
い
て

　

市
の
委
託
を
受
け
て
い
な
い
回

収
業
者
が
、
家
庭
か
ら
出
る
粗
大

ご
み
や
廃
家
電
を
回
収
し
、
不
法

投
棄
や
不
適
正
な
処
理
を
し
て
い

る
事
例
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

粗
大
ご
み
や
廃
家
電
な
ど
を
処

分
す
る
際
は
、
市
の
委
託
業
者
に

依
頼
し
、
適
正
に
処
分
し
ま
し
ょ

う
。

▼
問
合
せ
先

　
生
活
環
境
課（
内
線
３
３
１
・３
３
２
）

ペ
ッ
ト
の
飼
い
方
に
つ
い
て

　

ペ
ッ
ト
の
鳴
き
声
や
臭
い
、
糞

尿
の
放
置
な
ど
は
生
活
環
境
を
損

な
う
だ
け
で
な
く
、
近
隣
ト
ラ
ブ

ル
の
原
因
と
な
り
ま
す
。

　

ペ
ッ
ト
を
飼
う
際
は
習
性
や
飼

い
方
に
つ
い
て
十
分
に
理
解
し
た

う
え
で
、
近
隣
の
住
民
に
迷
惑
を

か
け
な
い
よ
う
配
慮
を
す
る
よ
う

に
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

▼
問
合
せ
先

　

生
活
環
境
課

　
（
内
線
３
３
２
）

農
業
者
の
皆
さ
ん
へ

　

４
月
か
ら
５
月
に
か
け
て
は
農

繁
期
と
な
り
ま
す
が
、
同
時
に
本

市
特
産
の
ホ
タ
ル
イ
カ
漁
の
最
盛

期
に
も
あ
た
り
ま
す
。

　

ホ
タ
ル
イ
カ
は
濁
っ
た
水
を
嫌

う
性
質
が
あ
り
ま
す
の
で
、
農
耕

の
際
に
は
で
き
る
限
り
泥
水
を
流

さ
な
い
よ
う
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

▼
問
合
せ
先

　

商
工
水
産
課
（
内
線
３
４
２
）

下
水
道
が
使
え
る
区
域
が
広
が

り
ま
し
た

　

４
月
か
ら
、
左
記
の
区
域
で
下

水
道
が
使
用
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
下
水
道
を
整
備
す
る
こ

と
で
、
清
潔
で
快
適
な
生
活
環
境

を
確
保
し
、
河
川
や
海
の
水
質
保

全
が
図
ら
れ
ま
す
。

　

対
象
区
域
内
と
な
る
皆
さ
ん
に

は
、
速
や
か
に
下
水
道
へ
の
接
続

工
事
を
実
施
し
て
い
た
だ
く
よ
う

お
願
い
し
ま
す
。

対
象
区
域　

北
野
、
四
ツ
屋
、
追

　

分
、
堀
江
、
常
光
寺
、
上
小
泉
、

　

上
梅
沢
、
上
島
、
有
金
の
そ
れ

　

ぞ
れ
一
部
の
地
域

　

下
水
道
へ
の
接
続
工
事
に
あ
た

り
、
次
の
よ
う
な
助
成
制
度
が
あ

り
ま
す
。

※
合
併
浄
化
槽
の
廃
止
工
事
は
対

　

象
外
で
す
。

◆
非
課
税
世
帯
水
洗
化
推
進
事
業

　

補
助
金
制
度

　

所
得
税
の
非
課
税
者
の
み
の
世

帯
が
水
洗
化
工
事
を
行
う
た
め
の

費
用
に
対
し
、
補
助
金
を
交
付
し

ま
す
。

補
助
額　

補
助
対
象
と
な
る
工
事

　

費
の
３
分
の
１
（
限
度
額
１
件

　

40
万
円
）

◆
水
洗
便
所
改
造
資
金
貸
付
制
度

　

ト
イ
レ
の
水
洗
化
工
事
な
ど
の

費
用
を
貸
し
付
け
る
制
度
で
、
こ

の
貸
付
金
を
利
用
さ
れ
る
と
利
子

補
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

融
資
限
度
額　

１
５
０
万
円
以
内

償
還
期
間　
５
年
以
内（
月
賦
償
還
）

利
子
補
給
額　

取
扱
金
融
機
関
に

　

支
払
っ
た
利
子
額
（
上
限 

年

　

２
・
０
％
、
遅
延
利
息
は
除
く
）

※
い
ず
れ
も
市
税
、
水
道
料
金
、

　

下
水
道
受
益
者
負
担
金(

分
担

　

金) 

を
滞
納
し
て
い
な
い
方
で
、

　

供
用
開
始
告
示
（
毎
年
４
月
１

　

日
）
後
、
３
年
以
内
に
接
続
さ

　

れ
る
方
が
対
象
で
す
。

▼
問
合
せ
先

　

上
下
水
道
課

　
（
内
線
４
４
２
・４
４
３
・４
４
４
）

児
童
扶
養
手
当
の
額
が
改
定
と

な
り
ま
し
た

　

４
月
１
日
か
ら
、
次
の
と
お
り

児
童
扶
養
手
当
の
額
が
改
定
と
な

り
ま
し
た
。

■
全
部
支
給

変
更
前　
４
万
１
０
２
０
円（
月
額
）

変
更
後　
４
万
２
０
０
０
円（
月
額
）

■
一
部
支
給

変
更
前　

４
万
１
０
１
０
円
～
９

　

６
８
０
円
（
月
額
）

変
更
後　

４
万
１
９
９
０
円
～
９

　

９
１
０
円
（
月
額
）

▼
問
合
せ
先

　

子
ど
も
課
（
内
線
３
２
５
）

手
数
料　

無
料

②
固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧
・

　

証
明
書
の
発
行

対
象
者　

①
と
同
じ

手
数
料　

有
料

③
借
り
て
い
る
土
地
お
よ
び
家
屋

　

の
部
分
に
関
す
る
固
定
資
産
課

　

税
台
帳
の
閲
覧
・
証
明
書
の
発
行

対
象
者　

借
地
人
・
借
家
人

手
数
料　

有
料

▼
問
合
せ
先

　

税
務
課（
内
線
２
３
５
・２
３
６
）

市
長
と
語
る
会
を
開
催
し
ま
す

　

各
地
区
で
懇
談
会
を
開
催
し
ま

す
。
提
言
し
た
い
こ
と
や
日
ご
ろ

感
じ
て
お
ら
れ
る
課
題
、
ご
意
見

な
ど
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

と　

き

■
西
加
積
地
区　
　

４
月
27
日
㈪

■
東
加
積
地
区　
　

４
月
30
日
㈭

■
北
加
積
地
区　
　

５
月
８
日
㈮

■
山
加
積
地
区　
　

５
月
11
日
㈪

■
浜
加
積
地
区　
　

５
月
13
日
㈬

■
滑
川
東
地
区　
　

５
月
19
日
㈫

■
中
加
積
地
区　
　

５
月
20
日
㈬

■
早
月
加
積
地
区　

５
月
25
日
㈪

■
滑
川
西
地
区　
　

５
月
27
日
㈬

※
時
間
は
い
ず
れ
も
午
後
７
時
～

　

９
時

と
こ
ろ　

各
地
区
公
民
館

▼
問
合
せ
先

　

企
画
政
策
課
（
内
線
２
２
３
）

広告 広告広告

滑川中村店

パート アルバイト募集
仲間を誘って楽しくお仕事しませんか？
週２回から時間応談。
あなたを待ってます。
〒 936-0002　滑川市中村 303-1
電話　076(477)1770

要
介
護
度
４
・
５
の
在
宅
高
齢

者
の
方
へ

～
ね
た
き
り
高
齢
者
訪
問
理
髪

サ
ー
ビ
ス
事
業
利
用
者
負
担
金
変

更
の
お
知
ら
せ
～

　

４
月
1
日
よ
り
次
の
と
お
り
利

用
者
負
担
金
を
変
更
し
ま
す
。

　

な
お
、
利
用
さ
れ
る
際
は
事
前

に
市
役
所
に
て
申
請
が
必
要
で
す
。

利
用
料
金
（
税
込
）
１
回
に
つ
き

変
更
前
（
３
月
31
日
ま
で
）

　

４
０
０
円

変
更
後
（
４
月
１
日
よ
り
）

　

４
３
０
円

▼
申
請
・
問
合
せ
先

　

福
祉
介
護
課
（
内
線
３
９
３
）

区分 基準収量（㎏）賃借料（円） ＜参考＞
地区平均収量による区分

田
　
の
　
部

１ 470 1,000
２ 480 3,000 滑川 ･ 山加積地区
３ 490 5,000 東加積 ･ 中加積地区
４ 500 7,000 北加積 ･ 西加積地区
５ 510 9,000 浜加積 ･ 早月加積地区
６ 520 12,000

転作田・畑地の部 　賃借料を定めない

作　　業　　名 単位 料金（円）

耕
　
　
転

トラクター（耕起～代かき） 10 ａ 14,200

個
別
作
業

耕 起 10 ａ 7,800
代 か き
（荒くり作業含む） 10 ａ 8,000

秋おこし（耕起・溝切） 10 ａ 8,000

トラクター（あぜ塗り） １ｍ 75

田
植

田 植 機 10 ａ 7,000

側 条 施 肥 田 植 機 10 ａ 8,100

コ ン バ イ ン 10 ａ 19,900

動 力 散 布 （ 薬 剤 散 布 ） 10 ａ 800
労
力

田植、あぜ塗り、稲刈、
その他の労働 １日 7,600 ～ 10,000

乾燥・調製 水　　　稲 60 ㎏ 乾燥　1,700
調製　 　700

平成 27 年分 農地標準賃借料／農作業標準料金をお知らせします
■ 農地標準賃借料（10 ａ当たり）
○ 賃借料は、当該農地の収量や生産条件などを考慮し、当事者

間で決定してください。
○この賃借料は、20 ａ～ 30 ａの整備田での水稲作を基準と
　したものです。

■ 農作業標準料金
○コンバインについては、収穫物の運賃は別途料金とします。
○麦 ･ 大豆のコンバインは、水稲のコンバイン料金に準じます。
○ 標準料金は、環境条件が整った圃場（１区画 30 ａの整備田）

を基準に設定しており、未整備田や変形田、強湿田、倒伏田、
遠距離田などの農作業料金は当事者間で決定してください。

問合せ先　農業委員会（内線３５１）


